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１【提出理由】

　当社は、艾礼富電子（深圳）有限公司（以下、「艾礼富電子」といいます。）（注）及び株式会社日本アレフ(以

下、「日本アレフ」といいます。)より提起されていた損害賠償請求訴訟について、和解が成立いたしましたので、金

融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の規定に基づき、本臨時報

告書を提出するものであります。

　（注）艾礼富電子（深圳）有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代用しております。

 

２【報告内容】

（１）当該訴訟の提起があった年月日

　　　　2022年３月24日

 

（２）当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

　　　第１原告

　　　①名称　　　　　　　艾礼富電子（深圳）有限公司　(注)

　　　②所在地　　　　　　深圳市宝安区航城街道鶴社区洲石路 739 号恒丰工業城 B18 棟 101201、B19 棟、B14

　　　 　　　　　　　　棟、A19 棟、A20　(注)

 ③代表者の氏名　　 総経理　単　森林

   第２原告

   ①名称　株式会社日本アレフ

   ②所在地　東京都港区芝２-14-５ 芝千歳ビル８階

   ③代表者の氏名　代表取締役社長　子系 書洪

 

（３）当該訴訟の内容及び請求金額

　　　原告艾礼富電子（注）及び原告日本アレフ（以下、あわせて「原告ら」といいます）は、当社が製造した発光

素子に不具合があると主張し、2022年３月24日、当社を含む被告２社（以下、あわせて「被告ら」といいます）

に対し、不法行為および製造物責任に基づく損害賠償請求として、原告艾礼富電子（注）に対し、連帯して

3,447万6,279円及びこれに対する遅延損害金を支払うこと、原告日本アレフに対し、連帯して2,333万4,494円及

びこれに対する遅延損害金を支払うことを求め、東京地方裁判所に訴訟提起しました。

 

（４）訴訟の解決があった年月日

　　　2025年２月26日

 

　　（５）当該訴訟の解決の内容及び和解金

　　　　　被告らが原告らに対し、本件の解決金として、連帯して50万円を支払い、原告らが被告らに対するその余の請

求を放棄することを内容としております。

 

　　　（注）第１原告である中国語社名及び住所は、中国語簡体字が含まれている為、日本語常用漢字で代用しており

　　　　　　ます。

 

以　上
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